
 
 申 請 に対 する処 分 の審 査 基 準 ・標 準 処 理 期 間 （個 票 ）  

 
所管部署：福祉部障がい福祉課 

(療育係  ／内線：2792 ) 

根拠区分 法律 ・ 条例 

許認可等の名称 障害児通所給付費等の支給決定 

処分権者 市長 

根拠規定 

根拠法令・条例題名 

(制定年/区分/発令番号) 

児童福祉法 

                       ( 昭和 22年 12月 12日法律第 164 号) 

根拠規定条項 21条の 5の 7-1 

基準規定 

基準法令等題名 

(制定年/区分/発令番号) 

児童福祉法施行規則 

                 ( 昭和 23年 3月 31日号外厚労省令第 11号) 

基準規定条項 18条の 6 

審査基準 

 

第第十八条の六  

法第二十一条の五の六第一項の規定に基づき通所給付決定の申請をしようとする障害児の保護者は、

次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 

一 当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先 

二 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄 

三 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況 

四 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況 

五 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第十九条第一項に規定する介護給付費等

をいう。以下同じ。）の受給の状況 

六 当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容 

七 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若

しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び

所在地 

② 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書

類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることが

できる。 

一 障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類 

二 肢体不自由児通所医療（法第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療を

いう。以下同じ。）を含む医療型児童発達支援に係る申請を行う場合にあつては、肢体不自由児通所

医療負担上限月額（令第二十五条の十三第一項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額を

いう。以下同じ。）の算定のために必要な事項に関する書類 

三 当該申請を行う障害児の保護者が現に通所給付決定を受けている場合には、当該通所給付決定に

係る通所受給者証（法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。以下同じ。） 
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③ 市町村は、前二項に規定するもののほか、第十八条の十第一号に掲げる事項を勘案するため必要

があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。 

④ 通所給付決定保護者は、毎年、第二項第一号及び第二号に掲げる書類を市町村に提出しなければ

ならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができる

ときは、当該書類を省略させることができる。 

⑤ 前項の書類の提出を受けた市町村は、障害児通所支援負担上限月額等（障害児通所支援負担上限

月額及び肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。）を変更する必要があると認めると

きは、通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。 

⑥ 前項の規定により通所受給者証の提出を受けた市町村は、通所受給者証に必要な事項を記載し、こ

れを当該通所給付決定保護者に返還するものとする。 

⑦ 通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間（法第二十一条の五の七第八項に規定する通

所給付決定の有効期間をいう。以下同じ。）内において、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項

又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号

に掲げる事項を記載した届出書に通所受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。 

一 当該届出を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先 

二 当該届出に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄 

三 第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために

必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容 

四 その他必要な事項 

⑧ 前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、

当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させ

ることができる。 

⑨ 市町村は、通所受給者証を破り、汚し、又は失つた通所給付決定保護者から、通所給付決定の有効

期間内において、通所受給者証の再交付の申請があつたときは、通所受給者証を交付しなければな

らない。 

⑩ 前項の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町

村に提出しなければならない。 

一 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先 

二 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄 

三 申請の理由 

⑪ 通所受給者証を破り、又は汚した場合の第九項の申請には、前項の申請書にその通所受給者証を

添えなければならない。 

⑫ 通所受給者証の再交付を受けた後、失つた通所受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村

に返還しなければならない。 

 

標準処理期間 

(経由機関の日数) 
申請受理日よりおおむね 15日 

本票の作成日 平成 29年 2月 3日作成 

更新履歴(更新日) 改正沿革 

  平成  年  月  日改正 
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